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  ○職務のため出席した事務局職員 

    議会事務局長  古 川 利 宣     書    記  神 保 悦 子 
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  ○議事日程（第１号） 

    令和元年10月31日  午前11時00分開議 

 

   日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

   日程第２ 決議第２号 議員派遣の件 

 

   日程第３ 議案第30号 令和元年度中能登町一般会計補正予算 

 

        同意第２号 農業委員会委員の任命について 
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           午前11時00分 開議 

 

 ◎開   議 

○議長（宮下為幸議員） ご苦労さまです。 

 ただいまの出席議員は９名であります。 

 ただいまから令和元年度中能登町議会10月

随時会議を開会いたします。 

 日程に先立ち、諸般の報告をいたします。 

 初めに、９月定例会議において決議をしま

した議会全体行政視察研修については、10月

１日から３日にかけ、北海道芽室町議会及び

池田町議会に「議会行革活性化の取り組み」

について研修を行いましたので報告します。 

 次に、令和２年度国・県に対する要望事業

として、農村整備事業１件、河川改修・整備

事業３件について、要望書を10月10日に開催

されました石川県町村議会議長会臨時総会に

提出いたしました。 

 次に、10月20日に開催されました姉妹都市

紀宝町の紀宝みなとフェスティバルに当町議

員３名が参加し、交流を深めてまいりまし

た。 

 次に、地方自治法第121条の規定による本

会議に出席する者を別紙の説明員職氏名一覧

表としてお手元に配付しましたので、ご了承

願います。 

 これで諸般の報告を終わります。 

 これより本日の会議を開きます。 

 10月随時会議の会議期間は、本日１日とい

たします。 

 また、本日の議事日程は、お手元に配付の

とおりであります。 

 

 ◎会議録署名議員の指名 

○議長（宮下為幸議員） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

 10月随時会議の会議録署名議員は、会議規

則第121条の規定により、10番 甲部昭夫議

員、11番 坂井幸雄議員を指名いたします。 

 

 ◎決議第２号 

○議長（宮下為幸議員） 日程第２ 

 決議第２号 議員派遣の件を議題といたし

ます。 

 議案書は、その１、１ページとなります。 

 お諮りいたします。 

 議員派遣の件については、お手元に配付の

とおり、地方自治法第100条第13項及び会議

規則第123条の規定により、派遣することに

したいと思いますが、これにご異議ございま

せんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（宮下為幸議員） 異議なしと認めま

す。 

 よって、決議第２号 議員派遣の件は、派

遣することに決定しました。 

 

 ◎議案の一括上程 

○議長（宮下為幸議員） 日程第３ 

 議案第30号 令和元年度中能登町一般会計

補正予算 

 同意第２号 農業委員会委員の任命につい

て 

 以上、議案２件を一括して議題といたしま

す。 

 

 ◎提案理由説明 

○議長（宮下為幸議員） 町長から提案理由

の説明を求めます。 

 杉本町長 

  〔杉本栄蔵町長登壇〕 

○杉本栄蔵町長 提案理由の説明を行いま

す。 

 本日ここに、令和元年度中能登町議会10月

随時会議の開会に当たり、議員各位には公私

どもに何かとご多用の中、ご出席を賜りまし

て、まことにありがとうございます。 

 本日の随時会議に提案をいたしました議案

につきまして説明をいたします。 

 最初に、議案第30号 令和元年度中能登町
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一般会計補正予算につきましては、歳入歳出

予算の総額に歳入歳出それぞれ2,265万3,000

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ105億1,425万5,000円とするもので

あります。 

 また、第２表地方債補正につきましては、

補助災害復旧事業について必要額を計上する

ものであります。 

 補正予算の歳入の主なものでは、農業用施

設災害復旧費補助金として863万円、ほ場整

備事業換地清算金として717万5,000円、補助

災害復旧事業債として500万円をそれぞれ増

額するものであります。 

 歳出の主なものでは、畜産振興費の補助

金、豚コレラ侵入防止緊急支援事業として

120万円、農地費の補償金、芹川地区のほ場

整備事業換地清算金として717万6,000円、農

業用施設災害復旧事業費の工事請負費として

1,386万1,000円をそれぞれ増額するものであ

ります。 

 次に、同意第２号 農業委員会委員の任命

についてであります。 

 今回、中能登町農業委員会の委員に中能登

町東馬場の竹森 裕氏、中能登町久江の端井

義之氏、以上２名の方を最適任者として任命

したいので、農業委員会等に関する法律第８

条第１項の規定に基づき議会の同意を求める

ものであります。 

 任期は、令和元年11月１日から令和２年11

月30日までの１年１カ月であります。 

 以上、本日提案いたしました議案につき、

その大要をご説明申し上げましたが、議員各

位におかれましては、慎重なるご審議をいた

だき、適切なる議決を賜りますようお願いを

申し上げまして、提案理由の説明を終わりま

す。 

○議長（宮下為幸議員） 町長の提案理由の

説明が終わりました。 

 

 ◎質   疑 

○議長（宮下為幸議員） これより、議案第

30号について質疑を行います。 

 質疑の方はありませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（宮下為幸議員） 質疑はないものと

認め、質疑を終結します。 

 お諮りいたします。 

 議案第30号は、会議規則第35条第３項によ

り委員会付託を省略したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（宮下為幸議員） 異議なしと認めま

す。 

 よって、議案第30号は委員会付託を省略し

ます。 

 

 ◎討   論 

○議長（宮下為幸議員） これより、議案第

30号について討論を行います。 

 まず、反対討論の発言を許します。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（宮下為幸議員） ないようでありま

す。 

 次に、賛成討論の発言を許します。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（宮下為幸議員） ないようでありま

す。 

 以上で討論を終結いたします。 

 

 ◎採   決 

○議長（宮下為幸議員） 次に、議案第30号

について採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（宮下為幸議員） 起立全員でありま

す。 

 よって、議案第30号は、原案のとおり可決

されました。 
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○議長（宮下為幸議員） 次に、同意第２号 

 農業委員会委員の任命について 

 本案は、人事案件であり、質疑、討論を省

略し、直ちに採決したいと思います。これに

ご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（宮下為幸議員） 異議なしと認めま

す。 

 よって、同意第２号は、質疑、討論を省略

し、直ちに採決することに決定しました。 

 これより採決を行います。 

 お諮りします。 

 同意第２号 農業委員会委員の任命につい

ては、原案のとおり同意することにご異議あ

りませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（宮下為幸議員） 異議なしと認めま

す。 

 よって、同意第２号は、原案のとおり同意

することに決しました。 

 

 ◎散   会 

○議長（宮下為幸議員） 以上で、本随時会

議に付議されました議案の審議は終了いたし

ました。 

 これをもって令和元年度中能登町議会10月

随時会議を散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

           午前11時09分 散会 
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 地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

 

 

                          議   長  宮 下 為 幸 

 

 

 

 

                          署 名 議 員       甲 部 昭 夫 

 

 

 

 

                          署 名 議 員       坂 井 幸 雄 

 


